
別紙様式 8 資 料 ２
指　名　停　止　一　覧　表

（期間　令和４年10月1日　～　令和５年３月31日）

本社所在地 該当事項 指名停止の理由

～ R5.11.16 独占禁止法違反行為

株式会社フジクリエイティブコーポレーションの役員は、東京五輪・パラリ
ンピックの運営業務で談合したとして、独占禁止法違反（不当な取引制
限）の容疑により逮捕されたことが明らかとなった。
このことが、水産庁物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指
名停止等措置要領別表第5号（独占禁止法違反行為）に該当するため、
指名停止の措置を講ずるもの。

R5.2.17 ～ R5.11.16 独占禁止法違反行為

株式会社セレスポの役員は、東京五輪・パラリンピックの運営業務で談合
したとして、独占禁止法違反（不当な取引制限）の容疑により逮捕されたこ
とが明らかとなった。
このことが、水産庁物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指
名停止等措置要領別表第5号（独占禁止法違反行為）に該当するため、
指名停止の措置を講ずるもの。

株式会社電通
代表取締役　槫谷典洋

東京都港区東新橋
１-８-１

R5.2.17

株式会社フジクリエイ
ティブコーポレーション
代表取締役社長
前田和也

東京都江東区青海
１-１-２０

R5.2.17

～ R5.11.16 独占禁止法違反行為

業者名 指名停止期間
株式会社電通の元社員は、東京五輪・パラリンピックの運営業務で談合し
たとして、独占禁止法違反（不当な取引制限）の容疑により逮捕されたこと
が明らかとなった。
このことが、水産庁物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指
名停止等措置要領別表第5号（独占禁止法違反行為）に該当するため、
指名停止の措置を講ずるもの。

株式会社セレスポ
代表取締役社長
田代剛

東京都豊島区北大塚
１-２１-５
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